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気仙沼市立唐桑中学校 
 

同窓会 
総  会 

 

 

 

 

次  第 

1 開会宣言                5 諸連絡 

2 開会の挨拶               6 校歌斉唱 

3 報告 趣旨説明（開催までの経緯）   7 閉会の挨拶 

4 協議 第１号議案 会則の改定     8 閉会宣言 

     第２号議案 会長の選出     9 片付け・解散 

 
 

 

 

 

 

期   日 令和 6年 8月 18日（日） 

      午後 3時 00分 開会 

会   場 気仙沼市立唐桑中学校 

所 在 地 988-0541 唐桑町北中 130番地 
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同窓会の歩み 

 

年号 年 月 日 事業等 

昭和 ３２ ８ １ 同窓会創立総会 

１０ ２８ 同窓会記念誌発行 

３３ ８ ２３ 総会準備会 

  ２９ 同窓会総会・演芸会 

３４ ４ ３０ 在校生に学年別バッチ台布を寄贈（女生徒分） 

３５ ６ １３ 在校生に学年別バッチ台布を寄贈（女生徒分）  

９ ８ 同窓会総会・盆踊り大会 

３７ ２ ２８ 小太鼓寄贈 

３ １９ 校長室用花器・茶器寄贈 

３８ ２ ２０ 役員会 

２ ２０ 楽器寄贈 

４０ １ １８ 屋体落成式 

１０ ２０ 唐桑中学校生徒指導公開研究会へ金一封寄贈 

４２ ９ １９ 生徒会へ図書寄贈 

４３ ２ ２８ 旭が丘学園と懇親会 

４４ ３ １０ 職員・生徒・野球部へ物品寄贈 

４７ ３ １０ 野球部へ物品寄贈 

４９ ３ １０ 職員用図書寄贈 

５２ ６ １４ 生徒用図書寄贈 

５３ ３ １０ 卒業生へリボン寄贈 

１０ ２ 生徒会へトロフィー寄贈 

５８ １０ ２ 同窓会総会 

５９ ３ １５ 第１回同窓会入会式 

７ ２０ 唐桑中学校旧校舎お別れ会 

９ ８ 同窓会総会 

６０ ３ １５ 第２回同窓会入会式 

６ ２２ 唐桑中学校増改築記念祝賀会 

１０ １５ 同窓会総会・唐桑中学校増改築記念講演会 

６１ ３ １５ 第３回同窓会入会式 

１０ ７ 同窓会総会・記念講演会 

６２ ３ １６ 第４回同窓会入会式 

６３ ３ １５ 第５回同窓会入会式 

平成 元 ３ １４ 第６回同窓会入会式 

２ ３ １３ 第７回同窓会入会式 

３ ３ １２ 第８回同窓会入会式 

４ ３ １３ 第９回同窓会入会式 

５ ３ １２ 第１０回同窓会入会式 
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年号 年 月 日 事業等 

 

５ ４ １２ 校舎新築記念碑除幕式 

６ ３ １１ 第１１回同窓会入会式 

７ ３ １４ 第１２回同窓会入会式 

８ ３ １４ 第１３回同窓会入会式 

９ ３ １３ 第１４回同窓会入会式 

７ １３ 唐桑中学校創立５０周年式典記念事業賛助 

１０ ３ １０ 第１５回同窓会入会式 

１１ ３ ６ 第１６回同窓会入会式 

１２ ３ ４ 第１７回同窓会入会式 

１３ ３ ３ 第１８回同窓会入会式 

１４ ３ ２ 第１９回同窓会入会式 

１５ ３ ４ 第２０回同窓会入会式 

１６ ３ ２ 第２１回同窓会入会式 

１７ ３ ７ 第２２回同窓会入会式 

１８ ３ ６ 第２３回同窓会入会式 

１９ ３ ２ 第２４回同窓会入会式 

２０ ３ ３ 第２５回同窓会入会式 

２１ ３ ３ 第２６回同窓会入会式 

２２ ３ ３ 第２７回同窓会入会式 

２３ ３ ８ 第２８回同窓会入会式 

２４ ３ ６ 第２９回同窓会入会式 

２５ ３ ５ 第３０回同窓会入会式 

２６ ３ ４ 第３１回同窓会入会式           

２７ ３ ３ 第３２回同窓会入会式 

２８ ３ ８ 第３３回同窓会入会式 

２９ ３ ７ 第３４回同窓会入会式 

３０ ３ ５ 第３５回同窓会入会式 

令和 元 ３ ５ 第３６回同窓会入会式 

２ ３ ５ 第３７回同窓会入会式 

３ ３ ５ 第３８回同窓会入会式 

４ ３ ２ 第３９回同窓会入会式 

５ ３ ６ 第４０回同窓会入会式 

６ ３ ２ 第４１回同窓会入会式 

６ ６ 同窓会総会準備会 

８ １８ 同窓会総会 
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回生 委員名簿（個人情報保護の観点から，当日配布する資料にのみご芳名を記載します） 

年度 

昭和２

２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

回生 委  員  名  年度 回生 委  員  名 

昭２２  １ 梶原 健吾 小山 桃子  ６３ ４２ 菅原 哲也 小野寺 由香 

２３  ２ 三浦 良悦 小野寺 やへ子  平 元 ４３   

２４  ３ 千葉 貫三 小山 陸雄   ２ ４４   

２５  ４ 菅野 友子    ３ ４５   

２６  ５ 吉田  隆 村上 ふくえ   ４ ４６   

２７  ６ 鈴木 節衛 
 

  ５ ４７   

２８  ７ 吾妻 徳克 佐々木 慶子   ６ ４８   

２９  ８ 梶原 忠利 吉川 宮子   ７ ４９   

３０  ９ 遠藤 孝雄     ８ ５０   

３１ １０ 鈴木 新二 吉田 輝美   ９ ５１   

３２ １１ 小山 昌男 鈴木 かつみ  １０ ５２   

３３ １２ 馬場 久義 小山 守美  １１ ５３   

３４ １３ 千葉  凱 千葉 温子  １２ ５４ 及川 瑞幾 鈴木 美代子 

３５ １４ 千葉  勗 吉田 みつ江  １３ ５５ 小野寺 博政 梶原 恵美 

３６ １５ 馬場 康彦 
 

 １４ ５６ 山崎  駿 佐々木 友佳 

３７ １６ 男乕  司 伊藤 節子  １５ ５７ 須藤 悠希 千葉 千尋 

３８ １７ 千葉 正利 
 

 １６ ５８ 三浦  琢 川村  彩 

３９ １８ 坪内 和江 畠山 精一  １７ ５９ 村上 真輔 川村 楓子 

４０ １９ 千葉 正光 小野寺 千賀子  １８ ６０ 吉川 伊織 馬場 稚菜 

４１ ２０ 三上 忠文   １９ ６１ 村上 貴哉 佐々木 愛実 

４２ ２１ 鈴木 陽一 
 

 ２０ ６２ 鈴木 航司 吉川 夏海 

４３ ２２    ２１ ６３ 鈴木 太陽 佐々木 紗和 

４４ ２３ 鈴木 真澄 
 

 ２２ ６４ 小野寺 一馬 小松  萌 

４５ ２４ 村上  進 
 

 ２３ ６５ 小野寺 郁人 佐々木 倖子 

４６ ２５ 梶原  茂 
 

 ２４ ６６ 小松 翔哉 小松 理乃 

４７ ２６ 前田  毅 
 

 ２５ ６７ 梶原 源貴 熊谷 泉希 

４８ ２７ 鈴木  強 
 

 ２６ ６８ 千葉 義仁 畠山 優花 

４９ ２８ 鈴木  誠   ２７ ６９ 吉田  開 千葉 萌々花 

５０ ２９ 伊藤 幸彦 
 

 ２８ ７０ 畠山 紘一 小松 歩加 

５１ ３０ 瀬戸 洋幸   ２９ ７１ 吉田 巧樹 小山 詩歌 

５２ ３１ 玉川 収一 
 

 ３０ ７２ 梶川 隼和 小野寺 里菜 

５３ ３２ 千葉 英樹   令 元 ７３ 中村 海斗 菅原 花音 

５４ ３３ 川村 貴史 
 

  ２ ７４ 星  大和 中村 こころ 

５５ ３４ 小野寺 敏

広 

   ３ ７５ 熊谷 俐杜 鈴木 優衣 

５６ ３５ 
  

  ４ ７６ 伊藤 史恩 吉田 美咲 

５７ ３６     ５ ７７ 白幡 結煌 小野寺 日葵 

５８ ３７ 三浦 正嗣 
 

     

５９ ３８   
     

６０ ３９ 
  

     

６１ ４０ 
  

     

６２ ４１ 
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唐桑中学校同窓会会則（現行） 

 

第１条(名称) 本会は唐桑中学校同窓会と称

し，事務局を同校内に置く。 

 

第２条(目的) 本会は会員の教養を高め，親睦

を図り，更に中学校教育に対し積極的に協力す

ることを目的とする。 

 

第３条(会員) 本会の会員は唐桑中学校の卒

業生をもって組織する。 

 

第４条(事業) 本会は第２条の目的を達成す

るために次の事業を行う。 

１ 会員と学校の密接な連絡提携を図る。 

２  会員の教養を高める事業 

３  学校行事への積極的な協力 

４  学校環境整備への積極的な協力 

５  その他必要と認められる事業 

 

第５条(役員) 本会に次の役員を置く。 

会長１名，副会長３名，事務局長１名，庶務２

名，会計２名 ，監事２名 ，行政区委員各１名，

回生委員(各年度２名) 

 

第６条(役員の選出) 役員は総会で選出する。

但し，行政区委員は各行政区，回生委員は卒業

年度毎に選出する。 

 

第７条(顧 問) 本会に顧問を置くことがで

きる。 

１ 中学校職員 

２ その他役員会で認めたもの 

 

第８条(役員の任務) 会長は会務を掌り，副会

長は会長を補佐し，会長事故あるときは代行す

る。事務局長は庶務，会計を総括する。庶務， 

唐桑中学校同窓会会則（改定案） 

 

第１条(名称) 本会は唐桑中学校同窓会と称

し，事務局を同校内に置く。 

 

第２条(目的) 本会は会員の教養を高め，親睦

を図り，更に中学校教育に対し積極的に協力す

ることを目的とする。 

 

第３条(会員) 本会の会員は唐桑中学校の卒業

生をもって組織する。 

 

第４条(事業) 本会は第２条の目的を達成する

ために次の事業を行う。 

１ 会員と学校の密接な連絡提携を図る。 

２  会員の教養を高める事業 

３  学校行事への積極的な協力 

４  学校環境整備への積極的な協力 

５  その他必要と認められる事業 

 

第５条(役員) 本会に次の役員を置く。 

会長１名，副会長２名，事務局長１名，庶務２

名，会計１名 ，監事２名 ，回生委員(各年度２

名) 

 

第６条(役員の選出) 役員は会長が指名し役員

会で承認する。但し，回生委員は卒業年度毎に

選出する。 

 

第７条(顧 問) 本会に顧問を置くことができ

る。 

１ 中学校職員 

２ その他役員会で認めたもの 

 

第８条(役員の任務) 会長は会務を掌り，副会

長は会長を補佐し，会長に事故あるときは代行

する。事務局長は庶務，会計を総括する。庶務， 
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会計はそれぞれの任務を掌る。監事は会計の

監査を行い，行政区委員，回生委員は各種の会

議に出席し意見を述べ，任務を遂行する。顧問

は本会の諮問に応じる。 

 
 

第９条(役員の任期) 役員の任期は２ヶ年と

し，再任を妨げないものとする。 

 

第１０条(総会) 総会は年１回とし，８月に

出席者を持って開催する。但し，必要ある場合

は，臨時に開催することができる。 

２ 総会においては，会務の諸報告，事業計

画，予算，決算，会則の改正，役員の選出等に

関する重要事項を出席者の過半数以上で決め

る。 

 

第１１条(役員会) 役員会は会長必要に応じ

て招集し，総会に提出する議案並びに会の重

要事項を審議する。 

 

第１２条(経 費) 本会の諸経費は会員より

徴収する会費，寄附金および事業収入，その他

をもって充当し，会費は一人１，０００円と

し，卒業の際一度に納入するものとする。 

 

第１３条(年 度) 本会の会計年度は，毎年

８月１日に始まり，翌年７月３１日までとす

る。 

 

附  則 

・本会則は昭和３２年８月１１日より施行する。 

・本会則は昭和５８年１０月２日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

会計はそれぞれの任務を掌る。監事は会計の監

査を行い，回生委員は役員会の要請を受け、各

種の会議に出席し意見を述べ，任務を遂行する。

顧問は本会の諮問に応じる。 

 

第９条(役員の任期) 役員の任期は１ヶ年と

し，再任を妨げないものとする。 

 

第１０条(総会) 総会は会長が必要に応じて招

集し，会員の出席者をもって開催する。なお，

総会の議長は会長があたる。 

 

第１１条(役員会) 役員会は年１回２月に開催

し，会の重要事項を審議する。なお，役員会の

議長は会長があたる。 

２ 役員会においては，会務の諸報告，事業計

画，予算，決算，会則の改正，役員の選出等に

関する事項の決議は出席者の合議とする。決し

ない場合、最終の判断は会長が行う。 

 

第１２条(経 費) 本会の諸経費は会員より徴

収する会費，寄附金および事業収入，その他を

もって充当し，会費は一人１，０００円とし，

卒業の際一度に納入するものとする。 

 

第１３条(年 度) 本会の会計年度は，毎年４

月１日に始まり，翌年３月３１日までとする。 

（なお，第１３条の規定にかかわらず令和６年度の

令和６年８月１８日から令和７年３月３１日までと

する。） 

 

附  則 

・本会則は昭和３２年８月１１日より施行する。 

・本会則は昭和５８年１０月２日より施行する。 

・本会則は令和６年８月１８日より施行する。 

 



- 7 - 

 

役員名簿（個人情報保護の観点から、当日の資料にのみご芳名を記載します） 

本部 

役 職 氏   名 地 区 回 

会  長 吉 田    守 中井３ ２ 

副 会 長 

   

小野寺    学 崎浜２ １４ 

小 山  文 子 中井２ ５ 

事務局長 三 浦  光 治 鮪立５ ８ 

庶  務 
鈴 木  三千男 中 ２ １１ 

横 山  静 子 中 ２ １２ 

会  計 
鈴 木  功 七 石浜３ １０ 

千 葉  かおる 中 １ ９ 

監  事 
浜 田  邦 子 鮪立２ １ 

千 葉  和 昭 石浜２ ４ 

 

行政区 

行政区 氏  名 回 行政区 氏  名 回 行政区 氏  名 回 

崎浜１   小鯖３ 亀谷  正寿 14 舞根１   

崎浜２   中  １   舞根２   

松圃１ 中沢  隆 3 中  ２   宿  １ 吉田 幸子 8 

松圃２ 吉田 昭則 9 中  ３   宿  ２   

中井１ 佐藤 健一 4 鮪立１   宿  ３ 梶原 初音 5 

中井２ 小山  実 19 鮪立２   石浜１ 菅野  恒良 6 

中井３ 小松一二三 16 鮪立３ 村上   正 8 石浜２ 柏木  章 7 

小鯖１   鮪立４   石浜３ 藤野  初 3 

小鯖２ 鈴木  寿 18 鮪立５ 吉田   誠 21    
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中
学 

羅
針
は
光
れ
り 

三 

黒
潮
は
ひ
び
く 

風
は
香
ぐ
わ
し 

太
平
洋 

わ
き
た
つ
し
ら
べ 

幸
あ
れ
前
進 
南
よ 

北
よ 

栄
あ
れ 

世
界
の
海
を
往
く
も
の 

早
馬
の
こ
の
空 

輝
く
未
来 

唐
桑
中
学 

星
座
は
は
る
け
し 

 


